
財産のありかが分からない…

知らない相続人がいた… デジタル遺品

相続人以外にも財産を… 節税したい

 亡くなった親がどの証券会社で
取り引きをしていたのか、どこの保険
会社に加入していたのか分かりません。

　　証券会社等から送られてきた書類が
　　ないかを探してみましょう。
証券会社の場合「証券保管振替機構
（ほふり）」へ問い合わせると、取り引きを
していた証券会社名等を確認することが
できます。
生命保険の場合「生命保険契約照会制度」
を使うことで、生命保険契約の有無を調べ
ることができます。

　　父が亡くなり、戸籍謄本を収集
　　したところ、私たち以外にも子供がいた
ことが分かりました。どのように手続きを進めて
いけば良いですか？

　　知らない相続人を抜きにして相続手続き
　　は進められません。相手方の「戸籍の
附票（ふひょう）」を取得すると住所が分かる
ので、まずは手紙などで連絡をとってみると
よいでしょう。どうしても連絡がつかない
場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる等
の方法もあるので、ご相談ください。

お世話をしてくれた親族
（相続人ではない）に財産を残す
にはどうすれば良いですか？

相続対策や節税を考えている
のですが、何から始めたらいい
のか分かりません。

　　「遺言書」を作成しておくことを
　　おすすめします。遺言書がない場合
法定相続人（民法で定められた相続人）しか財産
をもらうことができません。
遺言書にあなたの意思を残しておくことで
相続人ではない人にも財産を残すことが
できます。他には「生前贈与」で事前に
対策をとっておくのも良いですね。

　　まずご自身の資産を把握してみましょう
　　相続対策で大切なのは①揉めないこと
遺言書を残して争族になることを避ける。
②納税できること 相続税は、現金一括納付
が原則ですので、現金を確保しておく。
それらの対策ができたら、最後に節税に
ついて考えてみましょう。「生前贈与」や
「生命保険」で対策可能です。

死後、家族にパソコン等の
パスワードを知らせる良い方法はありますか？

　　アナログな方法になってしまいますが
　　「エンディングノート」などにパソコンや
スマートフォンのパスワードを書き記して
おきましょう。

重要書類が入った引き出しに
保管するだけで、万一の時に
家族が見つけてくれるでしょう。
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みんなのお悩み

vol . 1 4   a u tu m n  2022   October




	14_2022_autumn_1007_omote2
	14_2022_autumn_1007_ura_ol

